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平成 29年度
小児救急医療対策協議会
と　き　平成 30年 3月 1日（木）15：00 ～ 16：40

ところ　山口県医師会 6階会議室
[ 報告 : 常任理事　弘山　直滋 ]

開会挨拶
河村会長　#8000（小児救急医療電話相談）はか
なり浸透してきた。県小児科医会のご協力により、

県内 4か所の夜間急病診療所において午後 11

時まで実施し、その後は翌朝 8時まで株式会社

法研が実施している。本日は、忌憚のない意見を

お願いしたい。

議題
1. 小児救急医療電話相談事業実績報告
①山口県小児科医会理事　藤原　元紀
　平成 29 年度の電話相談研修会は平成 29 年 8

月 20 日に開催した（※本会報平成 30年 2月号

138 ～ 145 頁に報告記事掲載）。その際に 28年

度の実績報告、研修出席者からの報告、ワーク

ショップ形式による研修を行った。

　年々、相談件数は増えているが、27年度と 28

年度はほぼ同じ人数で、月別相談件数も例年と変

わりなかった。対象者の年齢は0歳児が最も多く、

その後 1歳児、2歳児、3歳児と減っていく。相

談者住所も例年と同じようなデータであった。相

談内容も例年どおり発熱が最も多く、発疹や下痢

などがそれに続く。相談の結果は「納得した」が

ほとんどであるが、それは相談員からみた納得度

であり、相談者が納得していない「その他」の事

例が 123 例あった。この 123 例について確認し
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たところ、明らかにクレームという電話がある一

方、普通の相談が行われているのに納得してもら

えていないケースもあった。記録用紙だけでは何

が悪かったのか分からないことがあるので、電

話相談を録音し、後から評価できる仕組みが必要

と思われる。29 年度の研修会で講演いただいた

大阪の福井先生は全部をチェックしているとおっ

しゃっていたが、その体制を山口県で構築するこ

とは難しいと感じた。

②山口県健康福祉部医療政策課主任　有富　絹代
　夜間において小児の病気やけがに関する応急処

置や受診の要否等の助言を行い、保護者等の不安

の軽減を図るとともに、小児患者の救急医療機関

への適切な受診の啓発を行い、不要不急の夜間受

診を抑制し、夜間の小児科当直医や当番医の負担

軽減を図ること、また、真に急を要する患者への

医療の充実を図ることがこの事業の目的である。

　相談件数は年々増加し、平成 27年度以降 1万

件を超えている。29 年度は 1月末現在で 9,097

件、1か月平均 910 件、1日平均 29.7 件となっ

ており、このままのペースでいくと前年度より

400 件増加することが見込まれる。（右表）
　相談の 98% を看護師が対応し、医師の助言を

要する案件は極めて少ない状況である。相談内容

は「病気・症状と治療」が 6～ 7割、「医療機関

の相談」で全体の 9割となる。救急受診が必要

なケースは29年 1月末までで7%であった。「病

気・ケガ等についての説明・情報提供」「応急処

置等の助言・指導」「診療時間内の受診勧奨」で

7割を占める。相談者が夜間の救急受診を控えた

とすると、相談者 4人中 3人が夜間の救急受診

を控えた計算になる。本事業が夜間の不要不急の

受診抑制や夜間当直医・当番医の負担軽減に大き

く役立っていると思われる。

③株式会社　法研
　29 年度は平成 30 年 1 月末までで 3,218 件と

なっており、ここ 2年ほど利用件数は変化して

いない。ある程度この事業が浸透したのではない

かと思われる。

金子先生　法研にお伺いしたいが、山口県を含め

て複数の自治体の相談電話を受けているとのこと

だが、複数の電話回線に複数の相談員がついてい

るのか。具体的な人数と回線数を教えていただき

たい。

法研　複数の県から受託し、一つのコールセン

ターで受けている。山口県は 1回線のみで、1回

線を通してかかってくるもののみ対応できる。複

数の県から受託しているからといって、対応でき

ないといったことはない。受託件数が増えている

ので、深夜帯においてはスタッフ約 10名で受け

ている。

金子先生　何県分受託しているのか。

法研　現在は 12県である。

金子先生　複数回線をオーダーしている県はある

か。

法研　概ね 2回線までとなっている。山口県は

医師会で受けているものを夜間帯の時間になった

ら転送しているので、回線が多くなると医師会の

対応が難しいと思われる。夜間帯だけ増やすとい

うことであれば受けることは可能である。

藤原先生　対応者が 10人では対応は競争になる

ので山口県からの電話を受けられない可能性もあ

るのか。

法研　1回線が話し中となるとどうにもならない

ので、絶対にないとは言い切れない。ただ、概ね

1相談 5～ 10 分が最も多い対応時間であり、な

るべく多くの方から受けたいと思っているので簡

潔に状況をお伺いし、判断している。

藤原先生　山口県専用で 1回線確保は難しいか。

法研　そうするとその回線に担当者をつけること

になるので、かなり費用がかかることになる。

金子先生　一昨年、話し中に関する調査をしたが、

依然、電話がつながらなかったという患者からの

声がある。山口県として 1回線から 2回線に増

やす選択肢もあり得るのか。

松尾先生　9時間で全部の回線がふさがっている

時間帯が分かれば教えてほしい。

藤原先生　それが問題になるので、一昨年に調査

したが、回答の仕方によって違ってくる。例えば、

7時に電話したが繋がらず、8時に電話して繋がっ

た場合は待ち時間が 1時間になる。なお、法研

質疑応答
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からの回答は待ち時間がほぼ 0だった。繋がら

ないという問題は山口県に限らずどこでもあると

思われる。山口県以外から、繋がらないとの相談

があるのではないか。

法研　いただいており、対策を検討しているが解

消は難しい。2回線になったら問題が出ないとい

う確証はない。回線が混んでいる場合は「このま

まお待ちいただくか、一旦切っておかけなおしく

ださい」とアナウンスはしている。待っていただ

ければ優先順位が早い順に受けていくが、かけな

平成 29年度県小児救急医療電話相談事業実績（H29.4 月～ H30.1 月分）
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おされると優先順位が後になり、かけなおしたか

らといってもすぐかかるものではなく、そのあた

りは改善すべき問題である。

田原先生　法研に質問及び要望だが、山口県では

相談対応者の研修をしているので研修には積極的

に関与していただきたい。また、受け手のサービ

ス向上のために AI の導入や他のフリーダイヤル

のようにスクリーニング的なものを行う方針はあ

るか。

法研　改善する。AI 等の導入については、そこ

まで準備が整っていない。

2. 山口県の平成 30 年度「小児医療対策事業」
について
　山口県健康福祉部医療政策課主任　有富　絹代
　初期救急 3 事業、二次救急 2 事業において、

29年度と同じ事業の継続を予定している。

3. 次年度の小児救急医療電話相談事業について
弘山　実施体制は現在 4地区で曜日別に実施し
ている。30 年度については、既に予算も決まっ

ていることから変更は不可能であるので、現在と

同じ体制で実施することになる。

金子先生　宇部市で電話相談員が一度に数人辞め

た。新たに相談員を選定する時に研修が必須だと

思われる。クリニックの相談電話と #8000 の電

話は全く性質が違う。相談員が一度に辞めると確

保も大変であり、教育しないで実務についていた

だくことになる。これまで宇部では複数人が務め

ているが、人員を補充することに非常に苦労する

ことが分かった。4地区に準夜帯を分散する体制

は今後、継続していくことができるのか。

大淵先生　山口市でも昨年、一度に数人が辞めら

れ、自ら応募してこられた方を雇用したので、当

市は録音装置を自主的につけた。「研修を受けて

ないと雇えない」、「開業医等の推薦がなければな

らない」など、人選はしっかりしなければいけな

いと思われる。それを維持できるかについては当

市でも難しい可能性が出てきている。

藤原先生　スタッフが急病で休まれた時に代わり

が見つからないなどの話も聞く。録音という体制

が整っておらず、チェックする体制もない。相談

員の確保や教育が難しい現状を考えると、山口県

小児科医会としては準夜帯の電話相談も民間業者

へ委託するほうがサービス向上につながるのでは

ないかとの意見を持っている。

田原先生　この点については、山口県と山口県医

師会の事業であり、山口県小児科医会が実働を請

け負っている。県と県医師会とで協議して検討さ

れることが必要である。30 年度中にその点を深

く検討いただけるとありがたい。

弘山　28 年度もこういった話が出た。県医師会

としてはここで即答はできないが、県小児科医会

から総意という形で県医師会宛てに内容を上げて

いただければ、理事会で検討した上で何らかの決

定をする形になると思われる。30 年度は現状で

実施していただかなければならない。これについ

て、実施体制、研修会、普及啓発方法などご意見

はあるか。

田原先生　30 年度については小児科医会で堅持

するように調整したい。

4. 県内の小児救急医療体制の現状と今後の取組
みについて
弘山　本日ご出席いただいた先生方から、小児救
急医療体制のそれぞれの地域の現状、問題点、並

びにその対応や今後の取組みについて、お話しい

ただきたい。また、小児科医会としての取組み、

県や県医師会への要望やご意見をお聞かせいただ

きたい。

藤本先生　岩国市は、岩国医療センター及び医師

会病院の救急で対応している。医師会病院は小児

科医が少ないので平日は 1～ 2回しか準夜帯を

カバーできていない。医療センターの一次救急が

多いと二次、三次がカバーできないので、日曜祝

日の午前中の救急を山大、医師会とでまわして

いる。山大が 2回から 1回に減ったが、交渉し

てなんとか 4月から 2回来ていただく。岩国市

は 68歳で救急の担当を外れることになっている

が、68歳や 71歳の方にもまだ行っていただいて

いる。しばらくはこの体制を続けていこうと思っ

ている。
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賀屋先生　周南市は、日曜祝日は徳山中央病院の

先生や広島の先生に出務をお願いしている。出務

費を上げたいと思っていたが、周南こどもQQの

経営は徳山中央病院になっており、値上げの交渉

をしたが、あまり良い回答をいただけなかった。

内田先生　周南こども QQは 10 年目に入った。

今年の患者数は夜間が 1日平均 11人、日曜祝日

は平均 48人で始まったころに比べると夜間で 2

人、日曜祝日で 10 人程度減っている。ただし、

インフルエンザの関係で 2月 11 ～ 12 日の連休

に 200 人ずつ来ていた。10人を超えた時は看護

師や他の当直医並びに待機医が手伝う体制になっ

ている。病院への紹介は一定で夜間が 1日 0.6

件（約 4%）、休日昼間 1.5 件（約 2%）という状

態である。22時以降の急患数は平均すると 3人

で 22 時～ 24 時までが 2 人、24 時以降が 1 人

であり、トラブル等はほとんどない。出務医の高

齢化が問題となっており、30 名中 70 歳以上が

3名、60歳代が8名で5年、10年先が心配である。

昨年の 12 月 30 日は土曜日だったので、小児科

医会の先生方の了解を得てこどもQQを開けてい

た。私が出務したが、日中は 72 人が来た。8月

15 日が土曜日に重なった場合は同じような体制

にしたい。

蔵重先生　防府市は、日曜祝日を小児科医 12人

と医療センター医師 4人に応援してもらい、盆

と正月を含めて年 5回は少なくとも出ている。

夜間救急という話がたびたび出ては消えていく。

他地区の夜間救急をされているところの定年が

70歳と聞いているので、70歳は夜間救急の定年、

普通の救急は 75歳を定年と理解していただいて

いる。70 歳を定年とすると約 8名、数年後には

5名になる。夜間救急の主体がはっきりしないの

が問題である。防府小児科医会としては実施する

場合は協力する。

松尾先生　山口市は、日赤病院で夜間こども救急

を 19 時～ 22 時まで実施している。平成 28 年

度は約 3,850 人が受診、1日平均が 10.5 人であ

り、27年度は 4,000 人だったので 150 人減った。

29 年度はインフルエンザが多かったせいか、増

えてくると思われる。2次搬送、2次転送は 169

人（約 0.5%）であった。休日昼間の当番は 8月

15 日と 12 月～ 3月に各小児科医院が輪番制で

実施している。27年度は 8医療機関、28年度は

9医療機関で実施し、1日平均 84 人だった。お

盆は少ないが冬場は多い。内科で「定点化」の話

が出たので、小児科の意見も聞いたが、昼間の診

療時間が長いので慣れた自院で診療したほうがい

いということから輪番制になった。平日は看護師

2名、土日は 3名体制で実施している。

大淵先生　受診者の住所は山口市が 92%、その

他、防府・萩が 2.7% 程度である。4月からの診

療報酬改定によって 400 床以上の病院で選定療

養費がかかるようになった。選定療養費を夜間急

患センターでは徴収する必要はないが、その後の

時間帯（22時以降）をどうするか検討している。

金子先生　宇部市は、休日夜間急病診療所で小児

科開業医と大学病院の医師が 365 日、実施して

いる。医師の高齢化が心配されているが、今のと

ころ特に問題なく運営できている。

青木先生　長門市は収支で相当な赤字である。休

日はよいが、平日は 3～ 5人で子どもはその半

数である。平日夜間の必要性を検討していかなけ

ればいけない。

神田先生　下関市は、準夜帯は休日夜間診療所で

内科医も出務している。深夜帯は 3つの総合病

院で、輪番制で診ている。休日祭日の昼間は小児

科開業医が輪番制で行っている。これについては

休日夜間診療所で行ったほうが良いとの意見も出

ているが、いまのところ自院で行っている。

閉会挨拶
田原先生　電話相談事業は行政、医師会の枠組み、
各地区小児科医との多職種連携や行政の保健セン

ター、担当者の支援等が必要である。年 1回の

会議であるが、問題がある時は何らかの形で協議

しながら改善していきたい。


